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表紙の写真： 

四十四田発電所と岩手山 発電所の作業風景 

（変電・送電設備の保守作業

をしています。） 

 

工業用水道施設の監視風景 

（水質や施設の稼動状況を

監視しています。） 

第二北上中部工業用水道の

浄水施設（金ケ崎町） 
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１ 電気事業 

岩手県企業局の電気事業は、本県の総合開発の一環として、昭和 32 年に胆沢第二発電所を運

転開始したことに始まり、着実に新規開発を進めています。現在 16 発電所を運転しており、そ

の総出力は、145,791kWh となっており、全国公営企業の中でも屈指の規模となっています。 

企業局は、石油代替エネルギー・再生可能エネルギーの開発という社会的要請に応え、県内に

豊富に賦存する水力エネルギーの開発に取り組み、電力の安定供給に貢献してきました。また、

一部の水力発電施設のダムや導水路などは農業用水供給の役割も担っており、農業用水の安定供

給にも貢献しています。 

近年では、地球温暖化対策の観点から、再生可能エネルギー利用拡大の社会的要請が高まって

いますが、これに応えるべく、風力発電や太陽光発電、小水力発電の開発及びこれまで開発して

きた水力発電施設の長寿命化など更なる有効利用に取り組んでいます。 

 

（１）事業概要等 

○ 15 個所の水力発電所と 1 箇所の風力発電所を有しており、発生した電力を、東北電力株式

会社を通じて供給しています。 

 

【図 1 岩手県の電気事業の最大出力合計と基準電力量の推移】    
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【今後の新規発電所の開発予定】 

H2６年度 胆沢第三発電所運転開始予定 

H2６年度 北上大規模太陽光発電所（仮称）運転開始予定 

H2９年度 高森高原風力発電所（仮称）運転開始予定 

S32.10 胆沢第二発電所運転開始 

S35.12 岩洞第一・第二発電所運転開始 

S39.4 仙人発電所運転開始 

S42.12 四十四田発電所運転開始 

S56.1 御所発電所運転開始 

S57.7 滝発電所運転開始 

S58.10 北ノ又発電所運転開始 

H 元.10 北ノ又第二発電所運転開始 

H2.4 入畑発電所運転開始 

H8.10 松川発電所運転開始 

H12.6 早池峰発電所運転開始 

H13.9 稲庭高原風力発電所運転開始 

H14.10 柏台発電所運転開始 

H22.2 北ノ又第三発電所運転開始 

第一次石油危機 

第二次石油危機 

【企業局の発電所で生まれた電気は・・・】 

ほぼ全量が東北電力株式会社に卸売され、東北電力株式会社の送電線・変電所・配電線を通って、家

庭や職場などに供給されています。 

なお、企業局が供給した電力量の平成 23 年度までの累計は約 246 億 kWh となっており、これは、現在

県内で 1年間に使用する電気の約 2.7 倍に相当します。 

H24.12 胆沢第四発電所運転開始 
（H25.3.1 現在） 
水力発電所 15 個所 
風力発電所 1 箇所 
最大出力合計 145,961kW 
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（岩手県内の電力需給状況） 

○ 県内にある発電施設で賄うことのできる電力量は、県全体の 5分の 1であり、残りの約 5分

の 4を県外からの供給に頼っています。 

企業局の供給量は全体の約 5％、約 15 万世帯～18 万世帯分（供給量は豊水、渇水等の影響

を受け変動します）に相当し、県内の貴重な供給力となっています。 

 

【図 2 県内供給電力量】（単位：百万 kWh）    
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（県内の発電施設） 

○ 県内の発電施設は水力、地熱、風力などの再生可能エネルギーが大部分を占めています。 

企業局では、水力発電及び風力発電の開発を通じて、県内の再生可能エネルギーの利用拡大

に貢献してきました。その結果、県内の水力発電設備の約半分が企業局の施設となっています。 

 

【図 3 県内の発電施設】（平成 23 年 4月 1日現在）     

    

 

 

 

平成 22 年度（発電端実績、出水率 104.9％） 

↑ 北ノ又第二発電所 3,400kW 

仙人発電所 37,600kW ↓ 

平成 20 年度（発電端実績、出水率 80.6％） 
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（農業用水の供給にあわせた発電） 

○ 3箇所の発電所では、農業用水の供給と一体となった発電運用を行っています。これらの農

業用水の供給面積は 22,851ha（228km2）で、陸前高田市とほぼ同じ面積になっています。 

 

【図 4 農業用水の供給範囲】    
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岩手山麓土地改良区 

 地区面積 2,908 ha 

⇒岩洞第一発電所の発電放流水から 

供給しています。 

岩手中部土地改良区 

 地区面積 10,614 ha 

⇒仙人発電所取水設備から 

 供給しています。 

胆沢平野土地改良区 

 地区面積 9,329 ha 

⇒胆沢第二発電所等から 

供給しています。 

【参考～CO2 排出抑制効果等について～】 
 
中小規模の水力発電や風力発電は、運転時に CO2 を排出しない、地球環境への負荷が小さいエネルギー

であり、その CO2排出抑制効果を試算※すると、以下のとおりになります。（平成 23 年度実績） 
 

CO2排出抑制量 ： 約 26 万 t-CO2 （約 36,000 世帯分の排出量に相当） 
 
※試算に用いた係数等 

・環境省が示す排出係数及び換算係数：0.429 kg-CO2/kWh（平成 23 年） 

・岩手県の一世帯あたりの年間 CO2排出量：7,190 kg-CO2（平成 19 年） 

 

なお、企業局の水力発電所が平成 23 年度に供給した電気を、全て石油火力でまかなったと仮定すると、

CO2排出抑制効果と原油節減効果は以下のとおりになります。 

CO2排出抑制量 ： 約 36 万 t-CO2 （約 48,000 世帯分の排出量に相当） 

原油節減効果  ： 約 12 万 kℓ   （灯油に換算すると県内世帯の 5分の 1が 1年間 

に使用する量に相当） 
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※ このほかに、企業局の施設からは供給
していませんが、発電所下流で取水して
いる農業用水があり、その取水に支障を
与えないよう、注意して運転しています。 

※試算に用いた係数等 

・CO2排出抑制量：電源別排出係数（右図） 

・原油節減効果：9.76GJ/千 kWh×0.0258kℓ/GJ 

・エネルギー源別発熱量：原油 38.2MJ/ℓ 灯油 36.7MJ/ℓ 

・岩手県の一世帯あたりの年間灯油消費量： 

1,090ℓ（平成 18 年度） 

・岩手県の世帯数：約 50 万世帯 
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（電気事業の規模） 

○ 企業局の発電規模は公営電気事業者の中でも上位にあります。また、供給料金（売電単価）

が公営電気事業者平均を下回る低廉な電力です。 

 

【表 1 公営電気事業における他県との比較(水力のみ)】 

 
岩手県 

(順位) 

公営電気事業者 

全国平均 

最大出力合計上位県 

Ａ県 

(順位) 

Ｂ県 

(順位) 

Ｃ県 

(順位) 

最大出力合計 

(kW) 

143,971 

(4) 
92,868 

354,689 

(1) 

246,252 

(2) 

158,035 

(3) 

契約販売電力量 

（MWh） 

562,112 

(3) 
329,062 

708,395 

(2) 

923,433 

(1) 

495,678 

(6) 

売電単価 

（円/kWh） 

7.10 

(22) 
7.65 

8.29 

(8) 

7.14 

(20) 

7.94 

(12) 

※平成 24年 4月 1日現在 

※順位は、数値が大きいほうから数えた順位 

※売電単価の全国平均は、全国の公営電気事業者全体の料金原価を契

約販売電力量で割ったものです。 

※平成 22 年 2 月に北ノ又第三発電所が運転開始し、水力発電の最大

出力合計は 143,811kW となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公営電気事業者とは】 

都道府県や市町村が経営する企業を「地方公営企業」と呼びますが、そのうち、電気事業を経営して

いるものを「公営電気事業者」と呼びます。 

 平成 24 年 4月 1日現在、全国の 26 都道府県市で公営電気事業を行っています。 

【参考～発電コストの内訳】（平成 23 年度） 

 

  

費 用 

（百万円） 

割合 

（％） 

人件費 996 26.4% 

修繕費 764 20.2% 

減価償却費 1,056 28.0% 

支払利息 152 4.0% 

委託費 202 5.3% 

その他 607 16.1% 

合計 3,777 100.0% 

※ 費用については、事業外費用を除く。 

※ 数字は四捨五入した値であり、合計は必ずしも 

一致しない。 

 

 

最大出力合計、契約販売電力量とも上位となっています。 

売電単価（7.10 円/kWh）は全国平均（7.65 円/kWh）を下回っています。 
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（２）経営状況 

○ 企業局では、これまで３度の中期経営計画を実行してきました。そのうち最近の２度の計画

の達成状況は次のとおりです。 

 

（これまでの目標達成状況） 

【表 2 中期経営計画の達成状況】 

上段：実績 

(下段：目標) 

H19 

 

H20 

 

H21 

 

H22 

 

H23 

 

H24 

 

経
営
目
標 

供給電力量（百万 kWh） 515  496  545  604  608  483  

 (510) (526) (543) (522) (560) (539) 

供給支障件数（件） 7   4  4  4  1  0  

 (5 以下) (5 以下) (5 以下) (5 以下) (5 以下) (5 以下) 

停電電力量（MWh）    21.8 3.5 0.0 

    (94 以下) (94 以下) (94 以下) 

経常収支比率（％） 114.9 111.0 120.4  114.9 114.5 109.3 

 (109) (110) (115) (110) (108) (107) 

 ※H24 年度は見込み値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3次中期経営計画の暫定評価（平成 22～23 年度の経営目標の達成状況と平成 24 年度見込み）】 

信頼性の確保 

  設備の保守管理をはじめ、点検作業時間の短縮や効率的なダム水位運用等、信頼性の向上や発電

電力量の確保に関する取組みに努め、供給電力量の達成率は３ヵ年平均で 104.6％となる見込みで

す。 

なお、H24 が目標値を下回ったのは天候の影響で出水率が平年より著しく低かったことによるも

のです（第３四半期までの出水率 89.0％）。 

経済性の確保 

電力の安定供給に取組んだことや、適正料金の確保に取組んだこと等により、計画以上の収入を

確保しました。 

また、経費の効率的な執行等の支出の適正化に係る取組みを着実に実施したことにより、各年度

とも経常収支比率は目標を上回りました。 

 

＜主な取組みとその成果＞ 

 ○ 安定供給への取組み 

   人的な要因による供給支障を抑制し、電力の供給力確保にしっかりと応えました。 

 ○ 災害への対応 

   大震災後の電力需給のひっ迫に対し、供給力確保に最大限取組み、約 44.6 百万 kWh の供給電

力量の増（当初目標の 8.2％相当）を達成しました。 

 ○ 経営環境の変化への対応 

稲庭高原風力発電所で、平成24年 11月１日から固定価格買取制度による受給を開始しました。 

【第 2次中期経営計画の評価（平成 19～22 年度の経営目標の達成状況）】 

信頼性の確保 

（１）供給電力量の達成率は、３ヵ年平均で 98.5％であり、目標を概ね達成しました。 

（２）供給支障件数は 19 年度に目標を超過しましたが、20、21 年度は目標値の範囲内となりました。 

経済性の確保 

経費節減の努力により、各年度とも目標を達成。特に、20 年度は渇水の影響により供給電力量が

減少しましたが、必要な修繕費用等を売電単価に織り込むことができました。 

 

第２次中期経営計画 第３次中期経営計画 

目標設定なし 
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（水力発電所の供給停止の状況） 

○ 平成 22 年度から 24年度までの、企業局の責による供給停止は以下のとおりです。 

第４次中期経営計画では、この数値を下回ることを目標とし、「安定供給の確保」の参考指

標として活用していきます。 
 

【表 3 企業局の責による供給停止の状況】 

年度 H22 H23 H24※ 平均 

停止件数(件) 8 1 1 3.3 

停止時間(時・分) 87h 10m 16h 59m 77h 03m 62h 08m 

停止電力量(kWh) 319,051 19,814 12,328 120,409 
 
（風力発電所の利用可能率） 

○ 稲庭高原風力発電所の平成 22年度から 24 年度までの利用可能率※1は以下のとおりです。 

平成 25 年度中に、全機の耐雷化が完了することから、第４次中期経営計画では、80％の利

用可能率を目標に、「安定供給の確保」の参考指標として活用していきます。 
 

【表 4 風力発電の利用可能率の状況】 

年度 H22 H23 H24※2 平均 

利用可能率 63.6％ 71.9％ 67.3％ 67.6% 

  ※1 利用可能率＝（年間暦時間－（故障時間＋点検時間））／年間歴時間 

  ※2 H25.02 までの実績 
 

（収支の状況） 

○ 収益・・・販売電力量は天候（降水量等）に大きく左右されますが、施設修繕等に要する費

用を供給料金に適切に盛り込んでおり（総括原価方式）、収益は安定しています。 

○ 費用・・・施設の老朽化等に伴い、修繕費がやや増加する傾向にありますが、経費の効率的

な執行等の経営努力により、費用は抑制されています。 
 

【表 5 近年における収支等の状況】        （百万円） 

上段：実績 

(下段：計画) 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 

供給電力量（百万 kWh） 515  496  559 604 608 483 

収益 4,649  4,891  4,493  4,456 4,394 4,107 

    (4,338) (4,239) (4,495) (4,346) (4,403) (4,355) 

  営業収益 4,159  4,198  4,098 4,213 4,202 3,968 

    (4,139) (4,052) (4,258) (4,078) (4,135) (4,089) 

  その他 241  254  395 243 192 139 

    (199) (187) (236) (268) (268) (266) 

費用 3,920  4,011  3,730 3,879 3,836 3,774 

    (3,971) (3,839) (3,905) (3,957) (4,080) (3,990) 

  人件費  1,138  1,096  1,057 1,112 996 1,056 

    (1,166) (979) (1,141) (1,151) (1,057) (1,089) 

  修繕費 376  738  436 563 764 607 

    (366) (588) (428) (509) (815) (797) 

  減価償却費 1,026  1,050  983 1,102 1,055 943 

    (1,033) (1,044) (1,075) (1,094) (1,082) (941) 

  支払利息 268  237  207 179 152 131 

    (268) (236) (208) (180) (152) (131) 

  その他 1,112  890  1,047 923 869 1,037 

    (1,138) (992) (1,054) (1,023) (974) (1,032) 

純利益 480  440  763 577 558 333 

    (367) (400) (590) (388) (323) (365) 

企業債残高  5,877  5,340  4,814 4,305 3,852 3,445 

   (5,877) (5,340) (4,814) (4,305) (3,852) (3,445) 

 ※H24 年度は見込み値 

第２次中期経営計画 第３次中期経営計画 
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【図 5 近年における収支等の状況】

 

 

（３）経営分析 

  ア 収益性について 

    収益性に関する経営指標の推移は図 6のとおりであり、平成 22 年度の指標について全国の

公営電気事業者の平均値※と比較、分析してみると以下のようになります。 

① 営業収支比率は近年低下傾向にあり、全国的にも低下傾向にあります。これは、自己資

本報酬率が低下しているためです。 

また、全国平均と同程度の水準が続いています。 

② 経常収支比率も営業収支比率と同様に低下傾向にあります。また、全国平均より高い水

準が続いており、平成22年度では、全国平均の109.3％に対して114.9％となっています。 
 
※総務省「地方公営企業年鑑（平成 22 年度）」より 

経常収支比率は全国平均を下回っており、収益性は概ね良好であることを示していま

す。企業債残高の減少に伴い支払利息が減少しているため、営業収支比率と経常収支比率

の差が小さくなっています。 

 
【図 6 収益性に関する経営指標の推移】
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(注 1) 営業収支比率 = 営業収益／営業費用 

 [純然たる営業活動に係る費用がどれだけ収益に還元されたかを表し、比率が高いほど経営状態が

良いことを示す] 

(注 2) 経常収支比率 = (営業収益＋営業外収益)／(営業費用＋営業外費用) 

 [営業以外の収益と費用を加味したもの。収益には受取配当金・利息が加わり、費用には支払利息

百万 kWh 
百万円 
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が加わる。100%を越える場合は黒字となる]   
 

【表 6 全国平均及び東北平均との比較】（平成 22 年度） 

 岩手県 全国平均 東北平均 

営業収支比率 115.2 114.7 115.8 

経常収支比率 114.9 109.3 112.0 

 

イ 財務安定性について 

      財務安定性に関する経営指標の推移は図７のとおりであり、平成 22 年度の指標について全

国平均値※と比較してみると以下のようになります。 

① 自己資本構成比率は 83.8％で、全国平均の 76.1％に比べ高い水準にあります。また、比

率は年々増加する傾向にあり、これは企業債の残高が減少していることが主な要因です。 

② 企業債償還元金対減価償却費比率は 45.3％で、全国平均の 80.1％に比べてかなり低くな

っています。 

  減価償却費はここ数年大きな変動はありませんが、企業債残高の減少に伴い、企業債償還

金も減少しているため比率は低下しています。 

 

電気事業は、企業債への依存度が低いなど、財務的に安定で健全な経営状況にあります。 

 

【図 7 財務安定性に関する経営指標の推移】
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(注 1) 自己資本構成比率 = (自己資本金＋剰余金)／負債・資本合計 

   [総資本(=負債+資本)に占める自己資本の割合を示すものであり、この比率が高いほど経営が安定して

いることを示す] 

(注 2) 企業債償還元金対減価償却費比率 = 企業債償還元金／当年度減価償却費 

 [減価償却費に対する建設改良費などに要した企業債の償還額の割合を示すものであり、この比率が低い

ほど経営状態が良いことを示す] 

 

【表 7 全国平均及び東北平均との比較】（平成 22 年度） 

 岩手県 全国平均 東北平均 

自己資本構成比率 83.8 76.1 82.4 

企業債償還元金対 
減価償却費比率 45.3 80.1 56.5 
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（４）新規開発 

（水力開発） 

○ 平成 20 年度から調査・検討・建設を進めてきた胆沢第四発電所が、平成 24 年 12 月に運転

開始したほか、平成 26 年度の運転開始を目指して胆沢第三発電所の建設を進めています。ま

た、他に開発有望な地点がないか、流量観測などの基礎的調査や検討を継続しています。 

 

 （風力開発） 

○ 以前より調査・検討を進めてきた一戸町高森高原風力発電所（仮称）が、平成 24 年に東北

電力送電線への接続可能との回答を受け、また、岩手県大規模事業評価専門委員会からの「事

業実施は妥当である」との答申を受け、発電所の建設へ向け、環境面や経済性のより具体的な

検討・調査などの取組みをスタートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3次中期経営計画の暫定評価（平成 22～23 年度の経営目標の達成状況と平成 24 年度見込み）】 

新規開発への取組み 

（１）水力発電 

河川維持流量を利用した胆沢第四発電所の建設を計画どおり進め、平成 24 年 12 月３日に運転を

開始しました。これにより、企業局の電気事業の規模は発電所数 16 カ所、総出力 145,951kW となり

ました。 

胆沢第三発電所についても、平成 26 年度の完成を目指し計画どおり建設を進めています。 

（２）風力発電 

固定価格買取制度を踏まえて調査・検討を行い、一戸町高森高原地区での大規模風力発電計画に

ついて、事業化に向けた具体的な取組みに着手しました。 

（３）太陽光発電 

北上市相去町での大規模太陽光発電計画について、事業化に向けた具体的な取組みに着手しまし

た。 

【第 2次中期経営計画の評価（平成 19～21 年度の経営目標の達成状況）】 

新規開発 

（１）新規水力開発について、平成 22 年度に北ノ又第三発電所が運転開始したほか、胆沢第三発電所の

建設事業を順調に進めました。また、胆沢第四発電所の開発に向けた検討・協議を進めました。 

（２）新エネルギー導入について、二戸地点で風況観測を実施しましたが、風力発電の事業化には至りま

せんでした。住田町の木質バイオマスの運転実績等から事業化の課題等について整理しました。 

胆沢第四発電所の水車発電機。 
若柳堰堤の河川維持流量を利用したものです。

（170kW、平成 24 年 12 月運転開始） 
↓ 

←建設中の国土交通省胆沢ダム。企業局は、河川維持流
量を利用した発電所として、胆沢ダム下流に胆沢第三
発電所を建設しています。（出力 1,500kW、平成 26 年

度運転開始予定） 
※平成24年8月 国土交通省胆沢ダム工事事務所提供 
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２ 工業用水道事業 

岩手県では、工業の振興による雇用機会の拡大と県民所得の増大を図るため、内陸型工業地帯

を形成してきました。その中で、企業局は、増加する工業用水の需要に応え、工業用水道の施設

整備・供給を担ってきました。 

近年では、工業用水を必要とする工場の新規立地がないことから新たな施設整備は行っていま

せんが、良質な工業用水を安定的に供給しており、産業振興や地域の雇用確保に貢献しています。 

 

 

（１）事業概要等 

○ 北上市や金ケ崎町の工業団地に立地する企業 18 社に、製品の製造などに必要な工業用水を

供給しています。企業と契約している水量は一日当たり 42,031 ㎥になっています。 

 

【図 8 岩手県の工業用水道の契約水量の推移】    
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S53.5 旧北上中部工業用水道給水開始 

S56.1 第二北上中部工業用水道給水開始 

H19.4 旧北上中部と旧第三北上中部を事
業統合し、第一北上中部工業用水道とする 

（H25.3.1 現在） 
第一工水 一般水12 社 ろ過水1 社 
第二工水 一般水6 社 ろ過水1 社 

合計 一般水18 社 ろ過水2 社 
契約水量 42,031m3/日 

H4.4 旧第三北上中部工業用水道給水開始 

←北上工業団地。企業局の第一北上中部工業用水道から
工業用水を供給しています。 

（12の企業と合計 25,970m3/日を供給する契約を交わ
しています。） 
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（工業用水道事業の規模） 

○ 他の地方公営企業による工業用水道事業（都道府県営）と比較すると、全国 41 者中、配水

能力は 33位となっています。 

 

【表 8 全国（都道府県）の工業用水道事業者との比較】（平成 22 年度） 

 
岩手県※1 

（順位）※2 

都道府県 

平均 

配水能力上位県 

Ａ県 

（順位）※2 

Ｂ県 

（順位）※2 

現在配水能力（m3/日） 
68,360 

（33） 
410,015 

1,710,050 

(1) 

1,553,600 

(2) 

契約水量（m3/日） 
42,031 

（31） 
331,366 

1,595,380 

(1) 

1,249,224 

(2) 

契約率（％）※3 
61.5 

（27） 
80.8 

93.3 

(8) 

80.4 

(13) 

※1 ろ過水を除く数値 

※2 ( )内は都道府県営 41 工業用水道事業の順位 

※3 契約率＝契約水量/現在配水能力 

    (出典)地方公営企業年鑑（平成 22 年度） 

（参考）平成 23 年 4 月 1 日現在の全国の平均料金は 1m3あたり 22.62 円（経済産業省調べ）です。岩手県は 1m3あたり基本

料金 42 円、使用料金 3 円となっていますが、事業者により料金形態が異なるなど単純な比較にはなじまないもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考～給水コストの内訳】（平成 23 年度） 

 

  
費 用 

（百万円） 

割合 

（％） 

人件費 108 12.8% 

修繕費 77 9.2% 

減価償却費 287 34.2% 

支払利息 98 11.7% 

委託費 127 15.1% 

その他 143 17.0% 

合計 840 100.0% 

※ 供給コスト(円/ m3)は、一般水＋ろ過水の調定水量に基づく 

※ 数字は四捨五入した値であり、合計は必ずしも一致しない。 

 

人件費

12.8%

修繕費

9.2%

減価償却費

34.2%

支払利息

11.7%

委託費

15.1%

その他

17.0%

総費用

840百万

 
 

○ 給水コストの内訳は、支払利息が低減傾向にあるものの、支払利息と減価償却費だけで

全体の半分近くを占めており、その他の費用の抑制だけでは費用全体の圧縮が難しい状況

です。 
 



中期経営計画資料編 

 

中期経営計画資料編 

 

 
- 12 -

（２）経営状況 

○ 企業局では、これまで３度の中期経営計画を実行してきました。そのうち最近の２度の計画

の達成状況は次のとおりです。 

 

（これまでの目標達成状況） 

【表 9 中期経営計画の達成状況】 

上段：実績 

(下段：目標) 

H19 

 

H20 

 

H21 

 

H22 

 

H23 

 

H24 

 

経
営
目
標 

実給水量（千 m3/年） 11,726 10,953 10,881 9,081 8,121 7,610 

 (10,678) (10,678) (10,678) (9,598) (9,185) (8,753) 

供給停止件数 2 1 2 4 1 0 

 (4 以下) (4 以下) (4 以下)    

経常収支比率（％） 108.9 115.1 117.5 119.2 116.0 131.0 

 (104) (105) (110) (114) (105) (118) 

年度末累積欠損金 ▲191 ▲65 0 0 0 ▲158 

（百万円） (▲242) (▲141) (0)    

   ※H24 年度は見込み値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3次中期経営計画の暫定評価（平成 22～23 年度の経営目標の達成状況と平成 24 年度見込み）】 

信頼性の確保 

当初は実給水量は回復傾向にあったものの、東日本大震災津波や円高など経済状況の影響により H22、

23 とも目標値は達成できませんでした。H24 についても、一部に震災前の状況まで回復しつつあるユーザ

ーもいますが、全体としては年度目標を下回る見込みです。（達成率 90％） 

経済性の確保 

東日本大震災津波や円高など経済状況の影響による実給水量の低下や料金の減免等があったものの、責

任水量制や超過水料金等により料金収入全体に与える影響は限定的でした。また、経費の効率的な執行に

取組んだことなどにより、H22、23 は目標を上回る経常収支比率を確保することができました。なお、H24

についてもほぼ同様の傾向が見られます。 

 

＜主な取組みとその成果＞ 

 ○ 安定供給への取組み 

人的な要因による供給支障を抑制し、工業用水需要にしっかりと応えました。 

○ 災害への対応 

東日本大震災津波に伴う大規模停電の際は、工業用水供給も一時停止しましたが、停電回復後は速や

かに供給再開して、供給先の信頼に応えました。 

○ 工業用水の自立経営 

主要施策である「入畑ダム水源転用」を計画どおり進め、平成 24 年５月１日に東北農政局に対し財

産譲渡を行いました。この結果、未売水の解消や有利子負債の圧縮などが図られ、自立経営の基盤が整

いました。 

また、譲渡資金を原資として、給水開始以来初の実質的な料金値下げとなる二部料金制の導入を行い

ました。 

【第 2次中期経営計画の評価（平成 19～20 年度の経営目標の達成状況）】 

信頼性の確保 

（１）実給水量の達成率については、目標を概ね達成しました（105％）。 

（２）供給停止件数については、3ヵ年とも目標値の範囲内となり、目標を達成しました。 

経済性の確保 

高利率企業債の借り換えや経費節減の努力により、各年度とも目標を達成。特に累積欠損金は、第 2次中期経

営計画の開始時には平成 21 年度末で 147 百万円の残を見込んでいましたが、解消できる見通しです。 

 

第２次中期経営計画 第３次中期経営計画 

（経営目標として設定していない） 

（参考指標として設定） 
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（工業用水の供給停止の状況） 

○ 平成 22 年度から 24年度までの、供給停止（※）は以下のとおりです。 

第４次中期経営計画では、この数値をゼロとすることを目標とし、「安定供給の確保」の参

考指標として活用していきます。 

※停電、油の流入など、企業局の経営努力では予防できない事由によるものを除く 
 

【表 10 近年における供給停止の状況】 

年度 H22 H23 H24※ 平均 

停止件数    (件) 1 0 0 0.3 

停止時間(時・分) 2h 00m 0h 00m 0h 00m 0h 41m 

  ※H25.02 までの実績 

（収支の状況） 

○ 収益・・・平成 23 年度から料金単価 45円のうち 42円分で責任水量制を採用していますが、

実給水量が景気の低迷等により大きく落ち込んでいるため、収益も減少傾向にあります。 

○ 費用・・・補償金免除繰上償還の制度を活用し、過去に借りた高金利の公的資金を新たに低

利なものに借り換えたため、支払利息が大幅に減少しています。 
 

【表 11 近年における収支等の状況】        （百万円） 

上段：実績 

(下段：計画) 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 

調定水量（千 m3/年） 15,699 15,564 15,540 14,762 15,627 15,698 

       

実給水量（千 m3/年） 11,726 10,953 10,953 9,081 8,121 7,666 

 (10,678) (10,678) (10,678) (9,598) (9,185) (8,753) 

収益 1,056 1,039 1,036 985 974 972 

    (1,021) (1,033) (1,023) (1,024) (1,012) (1,009) 

  営業収益 1,049 1,037 934  883 962 966 

    (1,021) (1,032) (1,023) (922) (909) (1,008) 

  その他 7 2 102  102 12 6 

    (0) (1) (0) (102) (102) (1) 

費用 970 903 850 826 840 1,636 

    (987) (983) (926) (901) (940) (1,355) 

  人件費  91 89 95  85 108 96 

    (97) (97) (102) (104) (99) (100) 

  修繕費 58 57 67 42 68 39 

    (66) (79) (80) (75) (76) (82) 

  減価償却費 304 300 284 292 287 220 

    (305) (294) (289) (269) (272) (288) 

  支払利息 208 176 131 107 98 88 

    (198) (181) (135) (108) (102) (100) 

  その他 308 281 273 300 279 1,193 

    (321) (332) (320) (344) (391) (332) 

収支 86 126 186 159 134 ▲664 

    (35) (50) (97) (123) (71) (▲346) 

累積欠損金 ▲191 ▲65 -  -  -  ▲158 

 (▲242) (▲141) (-) (-) (-) (▲346) 

企業債残高  5,516 5,130 4,697 4,361 4,256 4,268 

   (5,550) (5,261) (4,778) (4,468) (4,443) (4,066) 

 ※H24 年度は見込み値 

第２次中期経営計画 第３次中期経営計画 



中期経営計画資料編 

 

中期経営計画資料編 

 

 
- 14 -

 

 

【図 9 近年における収支等の状況】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【責任水量制～工業用水の安定供給を維持するための制度～】 

工業用水を使用する企業の申込みを受けて、その水量を供給できる能力を持つ施設を整備し、その費

用は、実際の使用の有無に関わらず申込み水量に応じて料金として徴収するものです。 

全国のほとんどの工業用水道事業で責任水量制が採用されており、本県でも平成 22 年度までは採用

していましたが、平成 23 年度からは、料金単価 45 円のうち、42 円については責任水量制、残りの 3円

は従量制の二部料金制を採用しています。 

↑ 

第一北上中部工業用水道の取水口。北上川から取水し、不純物を取り除くなどの処理を行ってから、
北上工業団地に供給しています。 

千㎥ 
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（３）経営分析 

ア 収益性について 

収益性に関する経営指標の推移は図 10のとおりであり、平成 22年度の指標について全国平

均（都道府県）※と比較してみると以下のようになります。 

① 営業収支比率は 122.8％で、全国平均 126.3％に比べ低くなっておりますが、東日本大

震災津波の発災後、料金免除を行い、営業収益が減少したことが主な要因です。 

② 経常収支比率は 119.2％で、全国平均 118.2％とほぼ同様の水準です。この傾向は数年

続いています。 

※41 都道府県の平均値、総務省「地方公営企業年鑑（平成 22 年度）」より 

 

全体として厳しい経営状況にありますが、料金単価 45円のうち 42 円分で責任水量制を

採用しており、経済情勢の悪化の影響を受けにくいため、営業利益は減少傾向にあります

が、採算性は確保されています。営業収支比率と経常収支比率の開きは減少傾向にあり、

支払利息軽減の効果が現れています。 

景気の影響や水使用の合理化などにより、実使用水量が契約水量を下回る状況が続いて

おり、今後の事業運営のあり方の検討が必要です。 

【図 10 収益性に関する経営指標の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注 1) 営業収支比率 = 営業収益／営業費用 

 [純然たる営業活動に係る費用がどれだけ収益に還元されたかを表し、比率が高いほど経営状態が良い

ことを示す] 

(注 2) 経常収支比率 = (営業収益＋営業外収益)／(営業費用＋営業外費用) 

 [営業以外の収益と費用を加味したもの。収益には受取配当金・利息が加わり、費用には支払利息が加

わる。100%を越える場合は黒字となる]   

 

【表 12 全国平均及び東北平均との比較】（平成 22 年度） 

 

 岩手県 全国平均 東北平均 

営業収支比率 122.8 126.3 134.0 

経常収支比率 119.2 118.2 129.2 
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イ 財務安定性について 

財務安定性に関する経営指標の推移は経営指標の推移は図 11 のとおりであり、平成 22 年度

の指標について全国平均（都道府県）※1と比較してみると以下のようになります。 

① 自己資本構成比率は 53.2％で、年々増加してきているものの全国平均の 64.5％と比較

してかなり低い水準にあり、借入金への依存度が高いことを示しています。 

      ② 企業債償還元金※2 対減価償却費比率は 181.1％であり、全国平均 87.4％に比べかなり

高くなっています。減価償却費は大きな変動はなく、企業債償還元金が年々増加していま

す。 

 

工業用水道事業は、企業債等への依存度が高いなど、財務的に非常に厳しい経営状態が

続いています。 

 

【図 11 財務安定性に関する経営指標の推移】

 

 
(注 1) 自己資本構成比率 = (自己資本金＋剰余金)／負債・資本合計 

 [総資本(=負債+資本)に占める自己資本の割合を示すものであり、この比率が高いほど経営が安定して

いることを示す] 

(注 2) 企業債償還元金対減価償却費比率 = 企業債償還元金／当年度減価償却費 

 [減価償却費に対する建設改良費に要した企業債の償還額の割合を示すものであり、この比率が低いほど

経営状態が良いことを示す] 

 

【表 13 全国平均及び東北平均との比較】（平成 22 年度） 

 

 岩手県 全国平均 東北平均 

自己資本構成比率 53.2 64.5 71.7 

企業債償還元金対 
減価償却費比率 181.1 87.4 111.5 
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３ 地域貢献 

企業局は、地球環境にやさしいクリーンな電力と良質な工業用水の安定供給に努めるととも

に、新エネルギーへの取り組みも行ってきました。 

今後も時代の要請に積極的に応えながらクリーンエネルギーの導入や環境保全活動など、地域

社会の発展や循環社会の構築に向けた支援に取り組みます。 

 

（これまでの目標達成状況） 

【表 14 中期経営計画の達成状況】 

上段：実績 

(下段：目標) 

H19 

 

H20 

 

H21 

 

H22 

 

H23 

 

H24 

 

経
営
目
標 

支援対象者の満足度(%) 
96.0 

(80) 

98.1 

(80) 

98.3 

(80) 

 

 (80) 

 

(80) 

 

(80) 

   ※H24 年度は見込み値 
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【第３次中期経営計画の暫定評価（平成 22～23 年度の経営目標の達成状況と平成 24 年度見込み）】 

地域貢献 

第２次中期経営計画で設定した具体的な経営目標に対する取組み（①クリーンエネルギー導入支

援事業、②新エネルギー導入に関する技術支援、③植樹活動支援事業に対する支援対象者の満足度

80％以上（平均値））を継続して実施し、第２次中期経営計画同様に高い数値で目標を達成しまし

た。 

 

＜主な取組みとその成果＞ 

○ クリーンエネルギー導入支援事業 

   ３年間で 32 件のクリーンエネルギー施設が導入されました。特に、東日本大震災以降は、被災

地域の補助率を 75％から 90％に引き上げて支援し、復旧・復興に貢献しました。 

 ○ 一般会計への繰出しによるクリーンエネルギーの導入支援 

   地球温暖化防止啓発活動、環境教育推進事業、住宅用太陽光発電補助などに支援しました。 

 ○ 再生可能エネルギー導入に対する技術支援 

   いわて沿岸北部海洋再生エネルギー研究会及び岩手県農水水利施設小水力発電推進協議会にオ

ブザーバーとして参加し、企業局の持つ技術的な視点からアドバイスや事例紹介等を行いました。 

 ○ 植樹活動支援事業 

   苗木提供 13,586 本、職員による植樹活動への参加は延べ 205 人になりました。 

【第２次中期経営計画の評価（平成 19～21 年度の経営目標の達成状況）】 

地域貢献 

①クリーンエネルギー導入支援事業、②新エネルギー導入に関する技術支援、③植樹活動支援に

対する支援対象者の満足度 80%以上（平均値）を目標として取組み、各年度とも高い数値でこれを達

成しました。 
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（１）事業概要と実績 

（クリーンエネルギー導入支援事業・技術支援） 

○ 県内の市町村等が新エネルギーを導入することを支援しています。また、企業局に蓄積され

たノウハウを活かして、県内の市町村等を対象にした技術支援を行っています。 

 

【図 14 クリーンエネルギー導入支援事業の実績】  

田野畑村

岩泉町★★★★★

山田町
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九戸村

軽米町

二戸市★★★★
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普代村★

洋野町★★★★

久慈市★

滝沢村★

紫波町★★

岩手町

葛巻町★★★★

雫石町

八幡平市★

矢巾町

藤沢町★

平泉町
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遠野市

一関市★★★★★★★

奥州市★★★★★★

北上市★★★★★

花巻市★

盛岡市

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 15 クリーンエネルギー導入支援事業の実績】 

年度 支援件数 支援先 
支援額 

（千円） 

H18～H21 48 35 市町村 13 団体 65,905 

H22 7 3 町     4 団体 11,091 

H23 9 7 市町村   2 団体 13,510 

H24 9 6 市町村   3 団体 17,272 

合計 73 51 市町村 22 団体 106,979 
 

 

（一般会計への繰出し） 

○ 環境保全・クリーンエネルギー導入促進積立金から一般会計に繰り出し、知事部局の行うク

リーンエネルギーの導入や環境保全に資する事業等の費用に充てています。 

 

【表 16 一般会計繰出金の対象事業】（平成 24 年度） 

担当部局・課名 事業名 事業内容 

環境生活部 

環境学習交流センター管理運営事業 
出張学習会や子どもエコクラブ交流会なども実施し

ています。 

環境王国を担う人づくり事業 
北東北三県の小学生向け環境副読本の作成、配布や環
境学習応援隊の登録、周知を行っています。 

地球温暖化防止活動推進センター事業 

家庭での CO2 排出状況の把握やライフスタイルの改
善を支援する CO2 ダイエット日記の普及や地球温暖

化を防ごう隊員ノートを活用した取組みを実施して
います。 

再生可能エネルギー導入促進事業 

防災拠点等への再生可能エネルギーの導入促進や住

宅・事業所等における太陽光発電の導入支援を実施し
ています。 

商工労働観光部 

洋上風力発電風況観測事業 
岩手県北沿岸海域における風況精査を実施している

ものです。 

商店街低炭素街路灯導入促進事業 
商店街団体及び市町村が、商店街の街路灯をＬＥＤ照
明等に交換・新設する経費に対して補助するもので
す。 

農林水産部 木質バイオマス資源活用促進事業 

木質バイオマスの産業分野への導入拡大に向けたバ

イオマスコーディネーターによる技術支援や、公開講
座による普及啓発活動を実施しています。 

合計 8 事業 （23,129 千円）   

 

クリーンエネルギー導入支援事業を活用した市町村
等（平成 24 年度までの実績、★の数は活用回数。） 

洋野町避難階段太陽光 → 

発電防犯灯整備事業（H23） 

←野田村太陽光発電式防災・
防犯用照明設置事業（H24） 
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【表 17 これまでの一般会計への繰出額】 

年度 繰出件数 
繰出額 
（千円） 

備考 

H18～H21 21 121,378 
充当率100％（H19まで） 
充当率 75％（H20 から） 

H22 8 17,647 充当率 75％ 

H23 3 5,472 充当率 75％ 

H24 8 23,129 充当率 75％ 

合計 40 166,718   

 

 

 

 

 

（植樹活動支援） 

○ 県内の市町村等が植樹や育樹を行う際に、苗木等を提供するほか、企業局職員も積極的に参

加しています。 

 

【表 18 植樹活動支援事業の実績】 

年度 支援地区数 支援内容 
支援額 

（千円） 

H16～H21 84 
苗木 27,610 本、資材の現物提供 
職員参加 52 地区、延べ 523 名 

14,164 

H22 15 
苗木 6,045 本、資材の現物提供 

職員参加 10 地区、延べ 114 名 
2,606 

H23 7 
苗木 1,818 本、資材の現物提供 

職員参加 5地区、延べ 27 名 
1,572 

H24 13 
苗木 5,723 本、資材の現物提供 
職員参加 7地区、延べ 64 名 

2,161 

合計 119 
苗木 41,196 本 
職員参加 74 地区、延べ 728 名 

20,503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 県内で開催される植樹祭・育樹祭などに、
苗木等を提供しているほか、職員が参加し

て植樹・育樹の支援をしています。 
（H24 第 13 回葛巻町植樹祭） 

↑ 企業局の施設を県民の皆様にご覧いただき、 
企業局事業へのご理解を深めていただく 
「施設見学会」を開催しています。 

（H24 施設見学会 稲庭高原風力発電所） 

一般会計への繰出しを活用して導入された環境学習広報車 → 

「エコカーゴ」。出張学習会などに利用されており、県内 
各地に年間約 30 回出動し、環境学習活動を行っています。 
 

 


